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１ はじめに  

 
本委員会においては、これまで対象としてきた事前評価・再評価に加え、

本年度から、再評価実施後一定期間（５年）を経過して継続している事業

（再々評価対象事業）についても新たに審議対象に加えることとなった。 
このため、予備的評価に基づく重点審議案件の絞込みを行うなど一層効

率的な審議に努めているところである。また、再々評価対象事業の安威川

ダム事業については、本委員に加え専門委員も参画した検討部会を別途設

置し、集中的に審議を行うこととした。 
さらに、審議にあたっては、引き続き委員会審議を全て公開するととも

に、府民意見や意見陳述の公募を行うなど、透明性の高い委員会運営に努

めた。 
今回は、今年度上期の審議結果を踏まえて、事前評価案件 2 件、再評価

案件７件、再々評価案件６件の合計 15 件についての意見具申を行うもので

あり、引き続いて審議中の案件である安威川ダム建設事業、大阪府堺南警

察署建替事業、公園事業５件は下期において意見具申を行なうこととする。 
 

２ 審議対象の基準 

  

審議対象の基準は、別紙１[P5]のとおりである。 

 

３ 審議結果 

 

(1) 事前評価対象事業（別表１参照[P6-9]） 

【大阪河内長野線】 

本事業については、以下の理由により「事業実施は妥当」であると判断

する｡ 

・本路線は、大阪南部地域を南北に貫く骨格軸となる主要幹線道路と位置付

けられている。周辺道路における渋滞状況については緩和傾向にあるが、

阪神高速道路大和川線及びその関連側道である府道堺松原線へアクセス

することで、将来大和川線等の完成に伴い想定される交通渋滞の緩和に寄

与するものであることを確認した。 
・本事業施行箇所を含む周辺地区は、地元市の都市計画マスタープランにお

いて新都市拠点形成地区と位置付けられていること、また本路線の整備に

よって地域の活性化など様々な効果が期待できることを確認した｡ 
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ただし、本事業施行箇所を含む周辺区域は、本路線供用を契機に市街

化区域への編入が予定されているが、今後の開発規制誘導策が必ずしも

明確ではないなかでは、沿道を中心に無秩序な開発が生じる可能性があ

る。このため供用開始時点までに地元市と協力して地区計画等の沿道に

おける具体的な規制誘導方策の導入が図られるよう強く要望する。 

 

【大阪府警察寝屋川待機宿舎整備等事業】 
   本事業については、高い入居率を維持するための仕組みを検討するととも

に、緊急時における入居者の対応マニュアルを今後整備することを条件とし

て、「事業実施は妥当」であると判断する｡ 
 
  ①必要性・優先順位 

・警察職員の集団居住による常時待機体制は、大規模災害等における被害を

最小限に食い止めるため、所要の初動体制が確保されるのであれば、その

趣旨は理解される。 
・東部地域の入居率が他地域に比べて低いのは、現在の寝屋川待機宿舎が昭

和３０年代以降に建築され老朽化・狭隘化が著しいからであり、建て替え

によって入居率を一定程度高めることは期待できる。 
②事業手法 

・本事業の整備では、民間活力を活用するＰＦＩ手法の導入により財政負

担の軽減効果が見込まれ、従来方式よりも効率的な整備が進むことが期

待される。また、ライフサイクルコストを低減するため、ＰＦＩ手続に

おいて、保守点検等に加えて大規模修繕も含めた事業者からのＰＦＩ事

業提案について今後検討していくことを確認した。 

・本事業は府内東部地域に分散している待機宿舎を集約し、建て替えるも

のであり、土地の高度利用を図ることによって生じる余剰地を売却する

など財政負担を抑制する手法が検討されていることを確認した。 

 

ただし、事業実施の条件として以下のことに取り組むべきである｡ 

・待機宿舎は、その設置目的からも、常に高い入居率を維持する必要があ

り、それを促進するための具体的な仕組みを検討すべきである｡ 

・大規模災害等の非常事態において待機宿舎として本来の機能を十分に発

揮できるよう、通信連絡体制の確保をはじめ初動体制に不可欠な資機材

等の配備、緊急時における入居者の対応マニュアルの整備が必要である｡ 
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なお、これらの取組みの結果について、事業完了までに本委員会に報告

されたい｡ 

 

さらに、本事業の審議に際し、 

・待機宿舎そのものが被災する可能性や通信技術等の技術革新の進歩を考

えると、必ずしも集団居住を伴わなくとも緊急的な初動体制を確保でき

るより効率的な代替手法についても今後検討していくべきではないか。 

・集団居住を行なう場合でも、指令体制のあり方について時代に即した通

信技術を有効活用すべきではないか。 

・ＰＦＩ手法の効果的な活用及びストックの有効活用という観点から警察

職員だけでなく、一部を府民向けの賃貸住宅としても提供するという視

点も必要ではないか。 

・既存ストックの有効活用を図る上で、大阪府住宅供給公社賃貸住宅等の

空き家活用を検討することも重要ではないか。 

などの意見があったことを付記しておく｡ 

 

 

(2) 再評価対象事業（別表２参照[P10-18]） 

再評価対象事業として審議した街路事業の【富田目垣線、富田奈佐原線】

【道祖本摂津北線】、連続立体交差事業の【南海本線（泉大津市）】、砂防事

業の【山辺川】【寺川】【千塚川】、海岸（高潮）事業の【堺泉北港海岸堺地

区】については、審議の結果、事業の必要性が認められ、かつ、事業進捗

上も特段の支障がないと考えられるため、いずれも「事業継続は妥当」と

判断する。 

なお、重点的に審議を行った街路事業の【富田目垣線、富田奈佐原線】

の審議過程において、公共事業用地として取得した土地について、工事着

手までに相当の時間を要すると予想される場合には、取得用地の有効活用

方策について検討していくべきであるとの意見があったことを付記してお

く｡ 

また、海岸（高潮）事業の【堺泉北港海岸堺地区】においては、基礎土

台の石垣を含む史跡旧堺燈台の保存検討が行なわれているところであり、

開放空間として大浜公園等周辺施設と一体利用が図れるよう地元市と協議

を進めていくべきである｡ 
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また、【富田目垣線、富田奈佐原線】【堺泉北港海岸堺地区】以外の５件

については、用地買収率がそれぞれ９割を超えており、投資効果の面から

も事業を早期に完成させることが必要である。 

 
(3) 再々評価対象事業（別表３参照[P20-26]） 

再々評価対象事業として審議した街路事業の【豊中岸部線、千里中央線】

【千里丘寝屋川線】、【枚方藤阪線】、【茨木寝屋川線】、【南花田鳳西町線】、

連続立体交差事業の【南海本線（泉佐野市）】については、審議の結果、事

業のさらなる継続の必要性が認められ、かつ、事業進捗上も特段の支障が

ないと考えられるため、いずれも「事業継続は妥当」と判断する。 

このうち、重点的に審議を行った【豊中岸部線、千里中央線】について

は、平成１０年度時点では工事着手ができていなかったが、現在は工事が

進捗しており、今後は計画どおりの完成が見込めることを確認した｡ 

 

また、【豊中岸部線、千里中央線】以外の５件については、用地買収率が

それぞれ９割を超えており、投資効果の面からも事業を早期に完成させる

ことが必要である。 

 

４ 結び 

 
上期の案件審議を通じた意見として、公共事業においては、用地買収価

格の適切な算定のあり方や、効率的な用地の取得時期、取得済み用地の有

効活用などを十分に検討する必要があるのではないかという意見があった。 
  また施設整備事業においては、既存ストックの有効活用などの代替案との

比較検討やライフサイクルコスト低減のための適切な維持管理が重要では

ないかなど、様々な問題提起がなされたところである。 
   今後下期においては、これまでの審議での議論を生かし、上期審議案件

で引き続いて審議中の案件（安威川ダム建設事業、大阪府堺南警察署建替

事業、公園事業）及び、その他の事前評価案件、再評価案件、再々評価案

件の審議を行なう｡また、昨年度検討した事後評価については、具体的な案

件審議を実施していきたいと考える｡ 
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建設事業評価委員会の審議対象基準 

 対象基準 評価の視点 

事前評価 
府が新たに実施予定の建設事

業のうち総事業費が 10 億円

以上と見込まれるもの 

・上位計画等の位置付け 
・優先度 
・事業を巡る社会経済情勢 
・事業効果の定量的分析 
（費用便益分析等） 

・事業効果の定性的分析 
・自然環境等への影響と対策 
・代替案との比較検討 など 

再評価 

府が実施する建設事業のうち

次のいずれかに該当する事業 
・事業採択後５年間を経過した時

点で未着工の事業 
・事業採択後 10 年間（但し、標準

工期が 5 年未満の事業について

は 5 年間）を経過した時点で継

続中の事業 
・事業の進捗状況や社会経済情勢

の急激な変化等により評価の必

要が生じた事業 

建

設

事

業 

（再々評価） 
府が実施する事業のうち再評

価実施後、一定期間（５年）

が経過している事業 

・事業の進捗状況 
・事業を巡る社会経済情勢の変化 
・事業効果の定量的分析 
（費用便益分析等） 

・事業効果の定性的分析 
・自然環境等への影響と対策 など 

事前評価 
府が実施又は関与する主要な

面的開発事業及び鉄軌道整備

事業のうち、事業着手前の事

業計画策定段階のもの 

・府が関与する理由 
・事業を巡る社会経済情勢 
・事業効果の定量的分析 
（費用便益分析等） 

・事業効果の定性的分析 
・採算性 
・自然環境等への影響と対策 
・代替案との比較検討 など 

主

要

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト 
事中評価 

府が実施又は関与する主要な

面的開発事業及び鉄軌道整備

事業のうち、現に実施中の事

業で、府において見直し案を

策定したもの 

・府が関与する理由 
・事業を巡る社会経済情勢の変化 
・事業効果の定量的分析 
（費用便益分析等） 

・事業効果の定性的分析 
・採算性 
・自然環境等への影響と対策 
・代替案との比較検討 など 

 

別紙１ 
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 事前評価審議対象事業一覧表（２事業） 
 

事業名 
（所在地） 

上位計画・ 
優先度 

事業効果の定量的分析  
（費用便益比） 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る 
社会経済情勢 

事業効果の定性的分析  

自然環境等へ

の影響と対策 

①（街路） 

大阪河内長野線 

 

（松原市） 

Ｂ／Ｃ＝1.57 

便益総額 

Ｂ＝49.7億円 

総費用 

Ｃ＝31.7億円 

[上位計画] 

・大阪府道路整備長

期計画 

・大阪府都市基盤整

備中期計画（案）

  

[優先度] 

本路線は現在整備

が進められている都

市計画道路堺松原線

及び、阪神高速道路

大和川線へのアクセ

ス道路であり、府道

大堀堺線とネットワ

ーク形成を図ること

で、大阪南部地域の

著しい東西方向の交

通混雑緩和が図ら

れ、また三宅西ラン

プ及び天美ランプへ

接続することから、

流通機能等が向上

し、この地域の活性

化に寄与することか

ら、本事業予定区間

の優先度は非常に高

い。 

 

[目的] 

大阪南部地域を南北に

貫く骨格軸となる主要幹

線道路であり、大阪府道

路整備長期計画において

位置付けている東阪和軸

を形成する路線のひとつ

である。また、阪神高速

道路大和川線、都市計画

道路堺松原線へアクセス

することで、この地域の

都市機能の向上を担うも

のである。 

 

[内容] 

延長 約０．５ｋｍ 

幅員３５．０ｍ(4車線) 

道路区分 第4種第1級 

 

[事業費] 

 総事業費約３７億円 

(内訳) 

用地費 約３０億円 

工事費  約７億円 

 

[完成予定年] 

平成２２年度 

周辺道路の状況 

混雑度 

東西方向 

幹線道路 

南北方向 

幹線道路 

府道 

大堀堺線 

 

H6 :1.26 

H9 :1.27 

H11:0.96 

府道 

大阪狭山線

 

H6 :0.99 

H9 :0.92 

H11:0.82 

府道 

堺大和高田線

H6 :1.56 

H9 :1.67 

H11:1.54 

国道309号

 

H6 :1.02 

H9 :0.88 

H11:0.84 

 

○関連事業 

・阪神高速道路大和川線 

事業主体：阪神高速道路公団

延長：10.8km、H22供用予定

・都市計画道路堺松原線 

事業主体：大阪府 

延長： 2.2km、H22供用予定

・松原市北部地域開発計画 

天美・三宅地区の市街化調

整区域（６０ha）を対象と

し、組合施行による土地区

画整理事業を検討 

三宅地区については平成１

４年７月に「松原市三宅地

区まちづくり協議会」を設

立 

 

[地元等の協力体制] 

 地元市から毎年早期整備要

望がなされている。 

○歩行者等の安全性
向上 

 (都)堺松原線から
周辺の狭小道路へ
流れ込む交通が抑
制され、周辺道路に
おける歩行者等の
安全性が向上 

○通行車両の安全性
向上 

 周辺の道路は狭小
であり、本路線の整
備により(都)堺松
原線からの交通が
円滑に処理される
ため、通行車両の安
全性が向上 

○緊急車両の通行 
 本路線の整備によ
り、円滑な緊急車両
の通行ができる。 

○交通連携機能拡
大・土地利用の促進 

 阪神高速道路大和
川線（三宅西ラン
プ・天美ランプ）へ
のアクセスが可能
になることから、流
通機能の向上が図
られ、地域の連携・
発展に寄与する。 

○渋滞の緩和 
 府道大堀堺線とネ
ットワーク形成さ
れることから、大阪
南部地域（特に河内
天美駅周辺）の交通
渋滞の緩和に寄与
する。 

○松原市新都市拠点
整備構想への関与 

 新都市拠点の骨格
軸を形成すること
等により、沿道の価
値の増進効果が期
待できる。 

○自然環境 

田畑部（供用

後：市街地）

を通過する道

路（区間）で

あり、歩道部

に植樹帯を設

け、緑を復元

する。 

 

○沿道環境 

歩道を設置す

ることから、

住居と車両通

行部の離隔が

でき、植樹帯

等を歩道に設

置することに

より沿道環境

への影響を緩

和する。 

上期分 
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 （別表１） 
（１／２）  

代替案との比較検討 委員会における主な審議内容 評価 

○松原市域で阪神高速道

路の天美ランプ、三宅

西ランプへ直結する道

路は本路線のみであ

る。 

 
（必要性とスケジュールについて） 

本路線は大阪南部地域を南北に貫く骨格軸となる主要幹線道路と位置付けら
れている。 
周辺道路における渋滞状況については緩和傾向にあるが、阪神高速道路大和川

線及びその関連側道である府道堺松原線へアクセスすることで、将来大和川線等
の完成に伴い想定される交通渋滞の緩和に寄与するものであることを確認した。
また、本路線は用地買収、工事等について7年程度を要する事業であることか

ら、平成22 年開通予定の阪神高速道路大和川線及び府道堺松原線と供用時期を
あわせるためには、平成16年度の事業着手が必要であることを確認した。 

 
（まちづくりの考え方と寄与について） 

地元市では「経済活性化」「地域交流」「安全」など総合的なまちづくりを目指
しており、本路線の整備によって地域の活性化など様々な効果が期待できること
を確認した。 

 
（面整備・規制誘導の見通しについて） 
・本事業施行箇所を含む周辺区域は、地元市都市計画マスタープランで、新都市
拠点整備地区と位置付けられている。 

・本路線の沿道地域における面整備については、道路供用後の周辺状況を見極め
たいとの地元の意向が強く、早期具体化は困難な状況であり、本路線の供用を
先行することとなる。 

・本事業施行箇所を含む周辺区域は、本路線供用を契機に市街化区域への編入が
予定されているが、今後の開発規制誘導策が明確ではないなかでは、沿道を中
心に無秩序な開発が生じる可能性がある。このため供用開始時点までに地元市
と協力して地区計画等の沿道における具体的な規制誘導方策の導入が図られる
よう強く要望する。 

 
（用地費の算出根拠について） 

公共事業による用地取得額の算定は、公示地・取引事例・路線価等から試算し、
不動産鑑定士の意見を聴した上で、府財産評価審査会の答申を受けて設定して
いる。 
市街化調整区域内農地も、民間取引事例を基に、現況や今後の土地利用見込み

などを総合的に勘案し土地価格を算定しており、本路線についても、周辺の市
街化の程度や開発の見込み等から宅地見込み地を前提とした価格に基づき、事
業費を算定していることを確認した。 

 
（将来土地区画整理がある場合の便益算定について） 

国土交通省の要領では、道路整備が沿道や周辺に与える効果（土地の価値増進
など）については定量化されていないため、交通機能のみ便益算定している。 
なお、本路線の定性的な効果として、新都市拠点の骨格軸を形成すること等に

より、沿道の価値の増進効果が期待できることを確認した。 
 

（阪神高速道路大和川線開通後の通過交通減少の見通し・対応について） 
阪神高速道路大和川線開通後におけるこの地域の交通状況を踏まえた本路線

の事後評価を行い、その効果を検証するとともに、本事業区間に引き続く南伸区
間の整備の必要性についても検証していくことを確認した。 
 

（事業予定地の状況と地権者数について） 
本事業区間の土地利用状況は、市街化区域に近接していることから、田畑と住

宅・店舗等が共に４０％程度、池が２０％程度となっている（地権者数：２２名、
２７筆）ことを確認した。 

 

 
事業実施 
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 事前評価審議対象事業一覧表（２事業） 
 

事業名 
（所在地） 

事業手法・上位計画・

優先度 
事業効果の定量的分析  
（費用便益比） 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る 
社会経済情勢 

事業効果の定性的分析  

自然環境等への 
影響と対策 

②(待機宿舎) 

大阪府警察 

寝屋川待機宿舎建替

整備等事業 
（寝屋川市） 

Ｂ／Ｃ 
待機宿舎の整備に

よる費用便益の測定

方法が確立されてい

ないため算出不能。 
 

(事業手法) 

民間の資金及び技

術的能力を活用した

ＰＦＩ手法を導入。 

 
［メリット］ 
・効率的・効果的な宿

舎の整備・維持管理 
・適切な役割分担・リ

スク分担 
・財政負担の平準化 
 
(上位計画) 

大阪府行財政計画（案） 
  
(優先度) 

寝屋川宿舎は東部

地域における中核的

施設であるが、老朽化

により１棟から７棟

を閉鎖しており、ま

た、老朽・狭隘である

ことから入居者が減

少しており、早急な整

備を図る必要がある。
 

[目的] 
待機宿舎は、悪質・巧

妙化、広域化、スピード

化する犯罪事象の発生時

における初期的段階での

迅速な対応及び大規模災

害、騒じょう事案等の発

生時における対応のため

に必要な集団警察力の確

保と動員を図るため、警

察官の常時待機体制の確

保を目的として設置され

ている。 
この中で、大阪府東部

地域の中核である寝屋川

待機宿舎は、昭和３４年

から４７年 にかけて建

設された待機宿舎である

が、狭隘であることに加

え老朽化が著しいため、

早急に建替事業を実施す

る必要がある。 
 
[内容] 
戸数：世帯用６１５戸・ 

単身寮１３０室 
構造： 
鉄筋コンクリート 
５階～１４階建（想定） 

住居面積： 
世帯用3DK64㎡／戸 
単身寮 24㎡／室 

敷地面積： 

約３１，１００㎡ 

(都市計画公園、 

住区内市道を除く。) 

 
[事業費]  

総事業費 
約１２０億円 
うち維持管理費 

約9.5億円(30年間) 

(完成予定年) 
平成２１年度 

(地元等の協力体制) 

○入居者の同意を得

ている。 

 

○地元住民への説明

は、今後、実施方針

の公表や特定事業選

定手続に合わせて行

う。 

 

○土地の高度利用によ

り待機宿舎内道路や

オープンスペースを

拡充し、緊急車両の

通行の円滑化や歩行

者の通行の安全及び

地域全体の防災性が

向上する。 
○集会所やプレイロッ

トを整備し、児童や

保護者の交流の場と

して開放し、周辺地

域を含めたコミュニ

ティの活性化につな

がる。 

○老朽化し、狭隘な施

設を魅力ある施設に

整備することによ

り、警察職員の士気

を高揚させるととも

に、優秀な人材の確

保につながる。 
○プレイロットの整備

や団地内緑化により

良好で快適な住環境

の形成をはかるとと

もに、地域の街づく

りや景観に考慮した

宿舎を整備する。 

○土地の高度利用によ

って発生する余剰地

は売却する。 

○動植物の生態系へ

の影響 

既成団地内での建

替事業であり、新た

に土地の利用転換

を伴わないことか

ら動植物の生態系

に影響はない。 

 

○緑化の推進 

建築基準法に基づ

く寝屋川市の認定

基準や、大阪府環境

保全条例に定める

緑被率 30％以上を

確保するよう植栽

を行う。 

 

○文化財調査 

敷地の北半分は埋蔵

文化財包蔵地（茨田

郡条里遺跡）である

ため、事前に十分な

調査を実施し、文化

財の保護を図る。 

 

○産業廃棄物のリサ

イクル 

既設宿舎の撤去工

事に伴う廃棄物に

ついては、「建設リ

サイクル法」に基づ

き、建設資材として

のリサイクルが可

能なものについて

再資源化に努める。

また、新築工事につ

いては、再生材の利

用に努めていくも

のとする。 

上期分 
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 （別表１） 
（２／２）  

代替案との比較検討 委員会における主な審議内容 評価 

○増築・改築 

昭和34年から47年度

にかけて建設されたも

のであり、住戸の狭隘と

ともに、建物の構造躯体

や外壁、給排水設備、電

気設備等、老朽化による

トラブルが頻繁に発生

している。 

このため、１棟から７

棟までを閉鎖しており、

残りの住宅も住居とし

ての機能性が失われつ

つあり、今後長期間の使

用を考慮すると、増築・

改築策はなじまない。 

なお、増築・改築では

土地の高度利用が図れ

ないため、余剰地が発生

しない。 

○他の地域への移転 

東部地域において必

要な待機宿舎の確保を

図る事業であり、他の地

域への移転はできない。 

また、東部地域におい

て７４５戸(室)もの待

機宿舎を建設できる府

有地はなく、現地建替え

しか方法はない。 

なお、寝屋川待機宿舎

の整備完了後は、守口、

香里及び長尾の各世帯

用宿舎と枚方単身寮を

廃止し、寝屋川待機宿舎

に整理・統合する予定で

ある。 

 
（設置の目的及び必要性） 
・警察職員の集団居住による常時待機体制は、大規模災害等における被害を最小限に食い止
めるため、所要の初動体制が確保されるのであれば、その趣旨は理解される。 

 
（整備戸数の考え方） 
・待機宿舎の整備戸数（府内４地域で計約4,000戸）は、災害発生の初期的段階に従事する
部隊編成要員を基に、地理的状況や交通事情等を踏まえて設定されていること、また、現
在の５４箇所を今後２５箇所に集約する再編整備の考え方を確認した。 

 
（建替えの優先順位） 
・昭和３０年代以降に建築された現在の寝屋川待機宿舎は、老朽・狭隘化が著しく、待機宿
舎の中での整備（建替）の優先順位が高いことは認められる。 

・大阪府警察においては、これまでも大規模災害・非常事態に備え、待機宿舎を整備してき
ているが、整備率は平均１８．７％であり、全国２９．０％、類似都県２０．６％と比べ、
低い水準であることは認められる。 

・東部地域の入居率が他地域に比べて低いのは、現在の寝屋川待機宿舎が昭和３０年代以降
に建築され老朽化・狭隘化が著しいからであり、建て替えによって入居率を一定程度高め
ることは期待できる。 

 
（事業手法） 
・本事業の整備では、民間活力を活用するＰＦＩ手法の導入を検討しており、ＰＦＩのなか
でも、ＢＴＯ方式(Build Transfer Operate)を採用することにより財政負担の軽減効果が
見込まれ、従来方式よりも効率的な整備が進むことが期待される。 

・また、ライフサイクルコストを低減するため、ＰＦＩ手続において、保守点検等に加えて
大規模修繕も含めた事業者からのＰＦＩ事業提案について今後検討していくことを確認
した。 

・本事業は府内東部地域に分散している待機宿舎を集約し、建て替えるものであり、土地の
高度利用を図ることによって生じる余剰地を売却するなど財政負担を抑制する手法が検
討されていることを確認した。 

 
（施策面の取組み） 
・待機宿舎は、その設置目的からも、常に高い入居率を維持する必要があり、それを促進す
るための具体的な仕組みを検討すべきである。 

・大規模災害等の非常事態において待機宿舎として本来の機能を十分に発揮できるよう、通
信連絡体制の確保をはじめ、初動体制に不可欠な資機材等の配備、緊急時における入居者
の対応マニュアルの整備が必要である。 

・なお、これらの取組みの結果について、事業完了までに本委員会に報告されたい。 
 
（代替手法の検討） 
・府営住宅は所得制限の要件があり、国庫補助制度上の制約がある。また、民間住宅（特定
優良賃貸住宅など）はこうした制限はないが、当該地域において想定人数を集団で居住さ
せることができる規模の住宅がないことを確認した。 

 
（住居面積及び戸当たり建築単価） 
・世帯用宿舎６４㎡は、４人家族を想定した面積で、国庫補助の対象となる面積でもあり、
待機宿舎としては妥当な広さであることを確認した。また、戸当たり単価は約１，４００
万円であり、建築単価も妥当なものであることを確認した。 

 
（集団居住・ストック活用についての意見） 
・待機宿舎そのものが被災する可能性や通信技術等の技術革新が進歩を考えると、必ずしも
集団居住を伴わなくとも緊急的な初動体制を確保できるより効率的な代替手法について
も今後検討していくべきではないか。 

・集団居住を行なう場合でも、指令体制のあり方について時代に即した通信技術を有効活用
すべきではないか。 

・ＰＦＩ手法の効果的な活用及びストックの有効活用という観点から警察職員だけでなく、
一部を府民向けの賃貸住宅としても提供するという視点も必要ではないか。 

・既存ストックの有効活用を図る上で、大阪府住宅供給公社賃貸住宅等の空き家活用を検討
することも重要ではないか。 

 

条件付き 
事業実施 
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再評価審議対象事業一覧表（７事業）  

 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
（H15.3） 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 

自然環境等への 
影響と対策 

①(街路) 

富田目垣線、富田奈

佐原線 
 
（茨木市、高槻市） 

 
Ｂ／Ｃ＝２．３３ 
 

便益総額 

 Ｂ＝  約１２４億円 

総費用 

 Ｃ＝   約５３億円 
 

 

用地 ８０％ 

工事  ０％ 

 

[目的] 

本路線は、高槻市

南西部と茨木市東部

を通過し、府道大阪

高槻京都線及び国道

１７１号に結節する

幹線道路である。 

現道の府道鳥飼八

丁富田線の幅員が狭

小で歩道も無いこと

から、道路の拡幅整

備を行い、自動車交

通の円滑化及び歩行

者等の安全確保を図

る。 

 

[内容] 

延 長 ０．８ｋｍ 

幅 員 ２２．０ｍ 

（２車線） 

道路区分 

第４種第1級 

 

[事業費] 

全体事業費 

    約５０億円 

(内訳) 

 用地費約４６億円 

 工事費約 ４億円 

 

現道や周辺道路が

狭小であることか

ら、暫定的な整備を

行うことにより、交

通流の円滑化と交

通安全性の向上が

図れる。 

 

（現道） 

･府道鳥飼八丁富田線

幅員ｗ＝５～８ｍ 

混雑度 

H6 : 0.51 

H9 : 0.84 

H11: 1.07 

24時間交通量 

H6 :  5,547台

H9 :  8,724台

H11: 12,094台

・幅員が狭く、歩道も

ないため、非常に危

険な状態である。 

・混雑度、交通量とも

増加傾向にあり、混

雑している。 
 

（周辺道路の状況） 

･府道茨木寝屋川線 

混雑度 

H6 : 1.56 

H9 : 1.46 

H11: 1.43 

24時間交通量 

H6 : 15,988台

H9 : 15,090台

H11: 15,851台

・混雑度、交通量とも

若干減少傾向にあ

るものの、依然とし

て混雑している。 

 

［地元等の協力体制］

・地元は事業に協力的

である｡ 

・交通量の増大に伴う

渋滞緩和並びに交通

の安全確保の観点か

ら早期整備が望まれ

ている｡ 

 

・現道拡幅、歩車分離による

交通安全機能の向上 

・災害発生時の緊急輸送路、

避難路の確保 

・道路拡幅による延焼遮断機

能の向上 

・道路空間拡大によるライフ

ライン導入空間の確保 

・周辺狭小道路への迂回交通

量減少による安心・安全性

の向上 

・地域間交流連携の強化 

・物流の効率化の支援 

・十分な幅員が確保された歩

道による快適性の向上 

・周辺狭小道路の迂回交通量

減少による快適性の向上 

 

・道路の整備によ

り旅行速度が

向上し、ＣＯ２

の排出量が削

減される。 

・植樹帯の設置に

より、緑の回復

に努める。 

 

上期分 
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（別表２） 
（１／７）  

委員会における主な審議内容 評 価 

 
（本事業路線整備に伴う府道茨木寝屋川線の渋滞緩和効果について） 

大阪高槻京都線や高槻茨木線等の東西道路と結節する南北道路が少ないことから、本事業路線整

備により、府道茨木寝屋川線の渋滞緩和にも一定の効果があることを確認した。 
なお、現時点で定量的な効果を示すことは困難であるが、今後、事業完了後における交通状況を

踏まえ、本事業の事後評価を行い、その効果を検証していくことについて確認した。 
 
（北摂地域における交通ネットワーク整備の考え方について） 

大阪府道路整備長期計画に基づき、広域交通ネットワークとしての基幹軸の整備並びに広域基幹

軸と緊密に連結する地域内の幹線道路網の整備に努めており、北摂・三島地域においては、広域基

幹軸として都市計画道路十三高槻線をはじめとする京阪軸の整備を進める一方、本事業路線整備の

ほか、都市計画道路茨木寝屋川線や主要地方道大阪高槻線など地域内における広域基幹軸との連結

整備に取り組んでいることを確認した。 
 
（用地買収と工事着手との関係について） 

本事業は、平成６年度の事業採択後、地元協議を経て平成１２年度より用地買収に着手したが、

狭隘区間で一部残っていた物件移転補償が平成１４年度に解決したことから、今年度、工事着手す

る予定であることを確認した。 

 
（用地取得後、工事着手までの間の遊休地について） 

公共事業用地として取得した土地について、工事着手までに相当の時間を要すると予想される場

合には、取得用地の有効活用方策について検討していくべきであるとの意見があった。 

 
事業継続 
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再評価審議対象事業一覧表（７事業）  

 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
（H15.3） 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 

自然環境等への 
影響と対策 

②(海岸(高潮)) 

堺泉北港海岸堺地区 

 

（堺市） 

Ｂ／Ｃ＝２．４７ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ １８１．３億円 

 

総費用 

 Ｃ＝  ７３．５億円 

 

 

用地  － ％ 

 工事 ５２％ 

  

[目的] 

既往最大である伊

勢湾台風級の台風

が、大阪に甚大な被

害をもたらした室戸

台風コースで北上し

た時を想定した計画

台風に対応できるよ

う、護岸の改良及び

液状化の対策を施

し、背後住民等の生

命・財産の保全を図

ることを目的とす

る。 

 

[内容] 

事業延長 
Ｌ＝３，１６５ｍ 

護岸改良２，０２０ｍ 

胸壁改良１，１４５ｍ 

水門改良   ２基 

 

[事業費] 

全体事業費 

 約70.8億円 

高潮からの防

ぎょ効果は、事

業完了するこ

とにより発現

される。 

○事業採択の理由 

護岸は昭和40年までに

整備されたものであり、現

況の天端高さ(O.P.+5.50)

では計画台風に対応でき

る天端高さ(O.P.+6.00)に

不足し、かつ老朽化も進ん

でいる。 

また、水門は昭和28年

に建造されたものであり、

老朽化が著しく、機能低下

を招いている。 

なお、阪神・淡路大震災

(平成6年度)を受け、全国

的に液状化対策を踏まえ

た整備がより一層重要視

されるようになった。 

 

○海岸法による事業の位

置付け 

平成11年に海岸法が改

正され、防護のみではなく

環境及び利用面を配慮し

た整備を行う必要が示さ

れた。 

また、大阪湾沿岸海岸保

全基本計画においても当

該地区へ防護機能の確

保・環境回復創造・魅力あ

る景観の創出・海岸利用の

促進といった海岸整備方

針を定めた。 

 

［地元等の協力体制］ 

 地元市から早期安全確

保、早期完了の強い要望が

あるとともに、事業に対す

る協力体制を示している｡ 

 

海とふれ合えることので

きるオープンスペースとし

て整備を行うことによって、

景観や明るさが向上し、防犯

上からも好ましい環境とな

り、また、人々の憩いの場と

なることで背後住民及び就

業者等の居住や就業への活

力を与え、快適性を向上させ

る。 

・海とふれ合える

ことのできる

オープンスペ

ースとして整

備を行う。 

 

・隣接する大浜公

園や歴史的価

値のある史跡

堺旧燈台と調

和のとれた海

岸線の整備を

行う。 

 

上期分 
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（別表２） 
（２／７）  

委員会における主な審議内容 評 価 

 
（本事業の優先度について） 
 防護区域は交通機関や商業施設などの市街化が形成されており、大阪府都市基盤整備中期計画

（案）では最優先として位置付けられ、本事業の優先度が高いことを確認した。 
 
（想定している災害規模の妥当性と施設水準について） 
 現在の高さ基準は過去の大型台風襲来を踏まえ昭和 40 年代に恒久対策として策定したものであ

るが、近年実施した高潮点検等でも必要性については変わりなく、社会経済情勢が変化していると

はいえ、現在も基準は妥当であることを確認した。  
 
（施設のアメニティ機能について） 
 海が見えるよう傾斜護岸としており、景観面にも配慮していることを確認した。 
なお、開放空間として大浜公園等周辺施設と一体利用が図れるよう、地元市と協議を進めていく

べきである。 
 
（史跡旧堺燈台について） 
現在学識経験者等で構成される史跡旧堺燈台調査委員会で、その歴史的価値も考慮して、燈台及

び基礎土台の石垣も含め保存方法等を検討中であることを確認した｡ 
 
（ハザードマップ作成など総合的な防災の取組みについて） 
今後、津波シミュレーションに関するハザードマップ作成を検討していくことについて確認した。 

 
（事業の遅延理由について） 
液状化対策の基準の変更に伴う費用増加などが事業遅延の主な原因であることを確認した。 

   
（海岸法改正に伴う影響について） 
本事業は平成１１年の海岸法改正前から環境面・快適性を取り入れた整備内容としていたため、

法改正による影響はなかったことを確認した。 
 
（安全施策についての取組み姿勢について） 
安全・安心施策は経済再生施策、環境施策ともども重要であり、今後ともバランスをとりながら

順次進めていくという府の考え方について確認した。 

 
事業継続 
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再評価審議対象事業一覧表（７事業） （別表２） 
                                         （３／７）  

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 

自然環境等への 
影響と対策 

評

価 

③（街路） 
道祖本摂津北線 

 
（茨木市） 

 

 用地 ９５％ 

 工事 １５％ 

 

 

Ｂ／Ｃ＝２．６０ 
 
便益総額 

  Ｂ＝  ７８億円 
総費用 

  Ｃ＝  ３０億円 
 

 

[目的] 

都市基盤整備公団

が基盤整備を進め

ている彩都（国際

文化公園都市）と

大阪市内とを大阪

中央環状線を介し

て結節し、彩都の

交通動脈としての

機能を担うととも

に、併せて整備を

進めているモノレ

ールの導入空間と

しての機能を発揮

する。 

 

[内容] 

延 長：０．４ｋｍ 

幅 員：22～48 ｍ 

（４車線） 

道路区分： 

第４種第1級 

 

[事業費] 

全体事業費 

   約２８億円 

(内訳) 

用地費約１７億円 

工事費約１１億円 

 

彩都の一部ま

ちびらき（H16

春）にあわせて

暫定２車線の整

備を行うことか

ら、アクセス機

能は確保でき

る。 

(現道の状況) 

･府道茨木摂津線 

混雑度 

H6 :1.20 

H9 :1.45 

H11:0.97 

 

２４時間交通量 

H6 :4,345台

H9 :5,216台

H11:2,935台

 

 

[地元等の協力体制] 

･本事業とあわせて地

元市が駅前広場の整

備を計画しており、市

は協力的である。 

･彩都へのメインのア

クセス道路であるこ

とからまちびらきに

あわせた整備が望ま

れている。 

 

・災害発生時の緊急輸送

路、避難路の確保 

・道路空間確保によるライ

フライン導入空間の確

保 

・彩都の支援 

・地域間交流連携の強化

・物流の効率化の支援 

・良好な都市景観の形成

 

 

・道路の整備により

旅行速度が向上

し、ＣＯ２の排出量

が削減される。 

 

・植樹帯の設置によ

り、緑の回復に努

める 

 

 
事

業

継

続 

上期分 
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再評価審議対象事業一覧表（７事業） （別表２） 
                                         （４／７） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 途中段階

の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 

自然環境等への 
影響と対策 

評

価 

④（連続立体交差） 

南海本線 

 

（泉大津市） 

   

用地 ９６％

工事 ２５％

 

Ｂ／Ｃ＝２．４２ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ９４８．６億円 

総費用 

 Ｃ＝ ３９１．４億円 

 

[目的] 

本路線は、大阪市

と和歌山市・関西国

際空港を結ぶ幹線鉄

道であり、とりわけ、

本事業区間のラッシ

ュ時における踏切遮

断は長時間にわた

り、踏切部で発生す

る交通渋滞が著し

い。そこで、踏切を

除去し、沿道の交通

渋滞を緩和するとと

もに、鉄道による市

街地分断を解消する

ものである。 

 

[内容] 

延長：２．４ｋｍ 

高架化される駅： 

松ﾉ浜駅、泉大津駅 

踏切除却数:８ｹ所 

 

[事業費] 

全体事業費 

約４８０億円 

(内訳) 

用地費 

約１８６億円 

工事費 

  約２９４億円 

 

(国29.5%･府35.5%･

市 17.7% ･ 鉄 道

17.3%) 

 

 なし 

 

(電鉄の運行状況) 

 ○列車本数(日) 

 △遮断時間(日) 

（上:計画時点、下:再評価時点） 

○:370 

△:6.62 

○:445 

△:8.46 
 

(踏切交通量（日）) 

（上:計画時点、下:再評価時点） 
北助松６号  3,340台 

松ノ浜２号 11,617台 

松ノ浜３号  2,843台 

泉大津１号  2,153台 

泉大津２号  9,344台 

泉大津４号  3,079台 

北助松６号  3,242台 

松ノ浜２号 17,694台 

松ノ浜３号  4,175台 

泉大津１号  3,074台 

泉大津２号 11,995台 

泉大津４号  3,400台 

 

[地元等の協力体制] 

地域住民の事業早期完成に

対する要望が強い。 

 

・踏切事故が解消される。

・渋滞緩和により緊急車両

の通行が容易となる。 

・駅及びその周辺の整備に

あわせ、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化が促進

・鉄道で分断されていた地

域が一体化することで、

発展・活性化が図られる。

・渋滞緩和によりﾊﾞｽ等の定

時性が確保される。 

・高架化に伴い鉄道の騒音

の改善が図られる。 

・渋滞の解消に伴い、大気

汚染、騒音、地球温暖化

等の改善に寄与する。 

 

 

・既成市街地にお

ける既存の鉄道

の立体交差事業

であり、新たに

自然環境に与え

る影響はほとん

どない。 

 

・渋滞緩和による

大気質への負荷

物質の排出量の

抑制に寄与 

 

 
事

業

継

続 

上期分 
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再評価審議対象事業一覧表（７事業） （別表２） 
                                         （５／７） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 

自然環境等への 
影響と対策 

評

価 

⑤（砂防） 

山辺川 

 

（能勢町） 

 

 用地 １００％ 

 工事  ５０％ 

 

  

Ｂ／Ｃ＝２．２４ 
 
便益総額 

   Ｂ＝ ５１．５億円 
総費用 

   Ｃ＝ ２３．０億円 
 

  

 

[目的] 

都市に直接的に土

砂災害を及ぼす恐

れのある渓流にお

いて砂防施設の整

備を促進し、土石

流等の土砂災害に

備える。 

 

[内容] 

砂防えん堤 1基 

堤高：18.0ｍ 

堤長：75.0ｍ 

 

[事業費] 

全体事業費 

 約２０．０億円 

 

(内訳) 

用地費約 7.6億円 

工事費約12.4億円 

・えん堤高７ｍま

で施工済。 

・えん堤高７ｍま

での土砂整備

効果が見込ま

れる。 

 

なし 

 

 

 

 

 

[地元等の協力体制] 

町から強い要望があ

り、全面的な協力体制

を得ている。 

・土砂災害による被害の軽減

が図れる。 

・砂防ダムについて化粧を

し、周辺に調和するよう配

慮する。 

 

砂防ダムにより、渓

床、渓岸の侵食が防

止されるため、堆砂

敷より上流の樹木を

保全できる。 

 

 
事

業

継

続 

 

上期分 
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再評価審議対象事業一覧表（７事業） （別表２） 
                                         （６／７） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢

の変化 
事業効果の定性的分析 

自然環境等への 
影響と対策 

評

価 

⑥（砂防） 

寺川 

 

（大東市） 

 
用地 １００％ 
工事  ７５％ 
 
  

Ｂ／Ｃ＝３．９２ 
 
便益総額 

   Ｂ＝ ７５．９億円 
総費用 

   Ｃ＝ １９．４億円 
 

  

 

[目的] 

都市に直接的に土砂災

害を及ぼす恐れのある

渓流において砂防施設

の整備を促進し、土石

流等の土砂災害に備え

る。 

 

[内容] 

渓流保全工 

護岸工：354.0ｍ 

 

[事業費] 

全体事業費 

約１０．２億円 

 

(内訳) 

用地費約4.2億円 

工事費約6.0億円 

 ・護岸工２３３

ｍ施工済。 

・護岸工２３３

ｍ完成分の土

砂整備効果が

見込まれる。 

 

なし 

 

 
[地元等の協力体制]

地元の全面的な

協力あり。 

土砂災害による被害の軽減

が図れる。 

 

 

特になし 

 

 
事

業

継

続 

 

上期分 
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再評価審議対象事業一覧表（７事業） （別表２） 
                                         （７／７） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 

自然環境等への 
影響と対策 

評

価 

⑦（砂防） 

千塚川 

 

（能勢町） 

 
用地 １００％ 
工事   ０％ 

 

Ｂ／Ｃ＝９．６５ 
 
便益総額 

   Ｂ＝ ４５．５億円 
総費用 

   Ｃ＝  ４．７億円 
 

  

 

[目的] 
都市に直接的に
土砂災害を及ぼ
す恐れのある渓
流において砂防
施設の整備を促
進し、土石流等
の土砂災害に備
える。 
 
[内容] 
砂防えん堤1基 
堤高：14.5ｍ 
堤長：78.0ｍ 

 
[事業費] 
全体事業費 
 約４．５億円 
 

(内訳) 
用地費約１．８億円 

工事費約２．７億円 

 

 
なし 

 

なし 

 

 

[地元等の協力体制] 

･市の全面的な協力あ

り。 

･工事用進入路にあた

る土地所有者の理解

が得られない。 

土砂災害による被害の軽減

が図れる。 

 

 

砂防ダムにより、渓

床、渓岸の侵食が防

止されるため、堆砂

敷より上流の樹木を

保全できる。 

 

 
事

業

継

続 

 
 

上期分 
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再々評価審議対象事業一覧表（６事業）  

 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
（H15.3 ） 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

①（街路） 

豊中岸部線、千里

中央線 

 
（吹田市） 

Ｂ／Ｃ 
 
･計画時点 ：算出なし 
 
･再評価時 ：４．８９  

便益総額 

  Ｂ＝ ２５３億円 

総費用 

  Ｃ＝  ５２億円 

 
･再々評価時：６．４４ 

便益総額 

  Ｂ＝ ４４２億円 

総費用 

  Ｃ＝  ６８億円 

  

 
・道路の整備により
旅行速度が向上
し、ＣＯ２の排出量
が削減される。 

 
・連続植樹帯の設置
により、緑の回復
に努める 

 

事業採択年度 

 計画時   Ｈ元 

 再評価時  Ｈ元 

 再々評価時 Ｈ元 

事業着手年度 

計画時     Ｈ元 

 再評価時   Ｈ元 

 再々評価時 Ｈ元 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ７ 

 再評価時  Ｈ15 

 再々評価時 Ｈ18 

 

 分析 

 用地買収の遅れのた

め３年延長 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ７４％ 

  工事  ０％ 

 

 再々評価時  

  用地 ８２％ 

  工事 ４９％ 

[目的] 

吹田市中央部に位置

する千里ニュータウ

ンから発生する自動

車交通の円滑化を目

的とし、混雑する府

道豊中摂津線のバイ

パスとして整備をし

ている。 

 

[内容] 

延 長：０．９ｋｍ 

幅 員：22.0ｍ 

（４車線） 

道路区分 

 第４種第1級 

 

[事業費] 
･全体事業費約５６億円 

(内訳) 

用地費 約４４億円 

工事費 約１２億円 

 

･投資事業費約４２億円 

(内訳) 

用地費 約３６億円 

 工事費 約 ６億円 

 

※再評価時点における

事業費 約５２億円 

周辺道路が狭小で

あることから、暫定

的な整備を行なう

ことにより交通流

の円滑化と交通安

全性の向上が図れ

る｡ 

(周辺道路の状況) 

･府道豊中摂津線 

混雑度 

H2 : 1.41 

H6 : 1.48 

H9 :  1.52 

H11: 1.62 

２４時間交通量 

H2 :18,067 

H6 :19,814 

H9 :19,824 

H11:22,087 

 

［地元等の協力体制］

・地元市である吹田市

に用地買収を委託し

ており、府･市連携の

もと事業推進を行な

う｡ 

・交通量の増大に伴う、

渋滞緩和並びに交通

安全の確保の観点か

ら早期整備が望まれ

ている｡ 

 

・災害発生時の緊急輸送路、
避難路の確保 

・道路空間確保によるライフ
ライン導入空間の確保 

・周辺狭小道路への迂回交通
量減少による安心・安全性
の向上 

・地域間交流連携の強化 
・物流の効率化の支援 
・十分な幅員が確保された歩
道による快適性の向上 

・周辺狭小道路の迂回交通量
減少による快適性の向上 

 

[意見具申]事業継続

[対応方針]事業継続

上期分 
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（別表３） 
（１／６）  

 
 

委員会における主な審議内容 

 
 

評 価 

 
（完成時期について） 
  平成１０年度時点では工事着手ができていなかったが、現在は工事が進捗しており、計画どお

りの完成が見込めることを確認した。 
 
（地元の協力体制について） 
  用地買収に伴う反対はあったが、事業区間沿道では新たに住宅開発が進んでおり、それ以外に

は特に大きな反対はないことを確認した。 
   
（用地買収方法について） 
  用地買収の委託は、地元市が事業に積極的に関与することにより、その円滑な推進効果が期待

される場合行うものであり、本事業においても買収価格等の適切なチェックを行いながら委託を

行っていることを確認した。 
 
（維持管理費の額について） 

費用便益算出に使用している維持管理費は、国土交通省のマニュアルに基づくものであるこ

とを確認した。 
 

（Ｂ／Ｃの便益算定について） 
  国土交通省マニュアルの便益算定期間が、完成後３０年間から４０年間に変更となったため、

便益が大幅に増加したことを確認した。 
 

 
事業継続 
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再々評価審議対象事業一覧表（６事業） （別表３） 

                                     （２／６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 
事業効果の定性的分析 前回再評価時の意見具申・ 

府の対応方針の概要 

評

価 

②（街路） 
千里丘寝屋川線 

 
（寝屋川市） 

・道路の整備により旅行

速度が向上し、ＣＯ２

の排出量が削減され

る。 

・連続植樹帯の設置によ

り、緑の回復に努める 

・植樹帯の構造を高くす

るとともに、排水性舗

装により、沿道の騒音

規制に努める。 

事業採択年度 

 計画時   Ｈ元 

 再評価時  Ｈ元 

 再々評価時 Ｈ元 

事業着手年度 

計画時    Ｈ元 

 再評価時  Ｈ元 

 再々評価時 Ｈ元 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ７ 

 再評価時  Ｈ11 

 再々評価時 Ｈ19 

 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ９９％ 

  工事 ５７％ 

 

 再々評価時  

  用地 ９９％ 

  工事 ６５％ 

Ｂ／Ｃ 
 
・計画時点 ：算出なし 
 
・再評価時 ：算出なし 
 
・再々評価時：１．９１ 

便益総額 
  Ｂ＝ ５３７億円 
総費用 

  Ｃ＝ ２８０億円 

 

[目的] 

一級河川淀川を渡

河し大阪北部と東

部を結ぶ主要幹線

道路であり、大阪府

道路整備長期計画

において、渋滞が激

しい大阪中央環状

線と大阪外環状線

を補完するための

新環状ラインを形

成する路線のひと

つと位置づけられ

ている。 

 

[内容] 

延 長：１．２ｋｍ 

幅 員：32～46.5ｍ 

    (4車線) 

道路区分： 

  第４種第1級 

 

[事業費] 

･全体事業費 

  約２１５億円 

(内訳) 

用地費約171億円 

工事費約 44億円 

 

･投資事業費 

 約２００億円 

(内訳) 

用地費約170億円 

工事費約 29億円 

 

※再評価時点にお

ける事業費 

 約２２６億円 

・H13年1月に一
部２車線区間
とし全線供用 

・H14年10月に
全線４車線で
供用 

・現在、約19,000
台／日が利用
している。 

(現道の状況) 

･府道八尾茨木線 

約19,000台／日利用

京都守口線との交差

点飽和度＝０．８９

 

(周辺道路の状況) 

･府道京都守口線 

混雑度 

H6 : 1.69 
H9 : 1.30 
H11: 1.33 

 

･府道木屋門真線 

混雑度 

H6 : 1.36 
H9 : 1.13 
H11: 1.36 

 

･府道枚方交野寝屋

川線 

混雑度 

H6 : 1.12 
H9 : 1.45 
H11: 1.31 

 

 

[地元等の協力体制]

沿道の自治会から、

渋滞緩和に伴うＣＯ2

削減などの沿道環境

を早期に向上させる

よう整備促進が望ま

れている。 

 

・災害発生時の緊急輸送路、避

難路の確保 

・道路空間確保によるライフラ

イン導入空間の確保 

・周辺狭小道路への迂回交通量

減少による安心・安全性の向

上 

・地域間交流連携の強化 

・物流の効率化の支援 

・十分な幅員が確保された歩道

による快適性の向上 

・周辺狭小道路の迂回交通量減

少による快適性の向上 

 

[意見具申] ― 

[対応方針]事業継続 

 
事

業

継

続 

上期分 
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再々評価審議対象事業一覧表（６事業） （別表３） 

                                     （３／６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変

化 
事業効果の定性的分析 前回再評価時の意見具申・ 

府の対応方針の概要 

評

価 

③（街路） 

枚方藤阪線 

 
（枚方市） 

・道路の整備により
旅行速度が向上
し、ＣＯ２の排出量
が削減される。 

・植樹帯の設置によ
り、緑の回復に努
める 

 

事業採択年度 

 計画時    Ｓ６３ 

 再評価時  Ｓ６３ 

 再々評価時Ｓ６３ 

事業着手年度  

計画時    Ｓ６３ 

 再評価時  Ｓ６３ 

 再々評価時 Ｓ６３ 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ ５ 

 再評価時  Ｈ１２ 

 再々評価時 Ｈ１７ 

 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ８２％ 

  工事 ６４％ 

 

 再々評価時  

  用地 ９１％ 

  工事 ９２％ 

Ｂ／Ｃ 
 
・計画時点 ：算出なし 
 
・再評価時 ：２．４９ 

便益総額 
  Ｂ＝ 約１４２億円 
総費用 

  Ｃ＝ 約５７億円 
 
・再々評価時：１．８５ 

便益総額 
  Ｂ＝ 約１２６億円 
総費用 

  Ｃ＝ 約６８億円 

 

[目的] 

枚方市中央部を東

西に結ぶ幹線道路

であり、枚方市中心

部における交通渋

滞緩和と交通安全

対策を目的とし、現

道拡幅整備を行う

ものである。 

 

[内容] 

延 長：１．４ｋｍ 

幅 員：16.0ｍ 

   （２車線） 

道路区分： 

  第４種第２級 

 

[事業費] 

･全体事業費 

  約５２億円 

(内訳) 

用地費約４４億円 

工事費約 ８億円 

 

･投資事業費 

   約４７億円 

(内訳) 

用地費約４０億円 

工事費約 ７億円 

 

※再評価時点にお

ける事業費 

 約５８億円 

 
20～30ｍの用地
が確保できた段
階において、順
次、拡幅整備を
行うことによ
り、歩行者の交
通安全の確保並
びに、自動車交
通流の円滑化が
図れる。 

(現道の状況) 

･府道杉田口禁野線 

混雑度 

H6 : 1.40 
H9 : 1.27 
H11: 1.11 

 

(周辺道路の状況) 

･府道枚方高槻線 

混雑度 

H6 : 0.73 
H9 : 0.83 
H11: 0.76 

 

･府道枚方富田林泉佐

野線 

混雑度 

H6 : 1.97 
H9 : 1.55 
H11: 1.59 

 

 

[地元等の協力体制] 

地元自治会を含む 6 団

体から早期拡幅要望を

受けている。 

 

・災害発生時の緊急輸送路、

避難路の確保 

・道路空間確保によるライフ

ライン導入空間の確保 

・歩車分離による交通安全機

能の向上 

・地域間交流連携の強化 

・物流の効率化の支援 

・幅員が確保された歩道によ

る快適性の向上 

 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続

 
事

業

継

続 

 

上期分 
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再々評価審議対象事業一覧表（６事業） （別表３） 

                                     （４／６） 
事業名 

（所在地） 
進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 前回再評価時の意見具申・ 
府の対応方針の概要 

評

価 

④（街路） 

茨木寝屋川線 
 
（茨木市） 

 

・道路の整備により

旅行速度が向上

し、ＣＯ２の排出量

が削減される。 

 

・連続植樹帯の設置

により、緑の回復

に努める 

 

事業採択年度 

 計画時   Ｈ元 

 再評価時  Ｈ元 

 再々評価時 Ｈ元 

事業着手年度 

計画時    Ｈ元 

 再評価時  Ｈ元 

 再々評価時 Ｈ元 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ７ 

 再評価時  Ｈ14 

 再々評価時 Ｈ15 

  

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ８３％ 

  工事 ６８％ 

 

 再々評価時  

  用地 ９９％ 

  工事 ８６％ 

Ｂ／Ｃ 
 
・計画時点 ：算出なし
 
・再評価時 ：４．７０
便益総額 

  Ｂ＝ ３７７億円 
総費用 

  Ｃ＝  ８０億円 
 
・再々評価時：５．１９
便益総額 

  Ｂ＝ ６６４億円 
総費用 

  Ｃ＝ １２８億円 

  

 

[目的] 

本路線は、茨木市の

市街地中央を縦貫

して寝屋川市へと

至る幹線道路であ

る。本事業は、府道

八尾茨木線の道路

幅員が狭小で、歩道

もないことから、自

動車交通の円滑化

と歩行者等の安全

確保を図るため、道

路の拡幅整備を行

うものである。 

 

[内容] 

延 長：０．７ｋｍ 

幅 員：20～44.5m 

   （４車線） 

道路区分： 

第４種第１級 

 

[事業費] 

･全体事業費 

   約９６億円 

(内訳) 

用地費約５９億円 

工事費約３７億円 

 

･投資事業費 

   約９４億円 

(内訳) 

用地費約５９億円 

工事費約３５億円 

 

※再評価時点にお

ける事業費 

 約８２億円 

 
現道や周辺道路
が狭小であるこ
とから暫定的な
整備を行うこと
により交通流の
円滑化と交通安
全性の向上が図
れる。 

(現道の状況) 

･府道八尾茨木線 

混雑度 

H6 : 1.54 

H9 : 0.95 

H11: 1.18 

 

２４時間交通量 

H6 : 5,150台 

H9 : 2,335台 

H11: 4,374台 

 

 

[地元等の協力体制]

・地元市である茨木

市に用地買収を委

託しており、府市

連携のもと事業推

進を行う。 

・交通量の増大に伴

う渋滞緩和並びに

交通安全の確保の

観点から早期整備

が望まれている。

 

・歩車分離による交通安全機

能の向上 

・災害発生時の緊急輸送路、

避難路の確保 

・道路拡幅による延焼遮断機

能の向上 

・周辺狭小道路への迂回交通

量減少による安心・安全性

の向上 

・地域間交流連携の強化 

・物流の効率化の支援 

・十分な幅員が確保された歩

道による快適性の向上 

・周辺狭小道路の迂回交通量

減少による快適性の向上 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

 
事

業

継

続 

 

上期分 
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再々評価審議対象事業一覧表（６事業） （別表３） 

                                     （５／６） 
事業名 

（所在地） 
進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 
事業効果の定性的分析 前回再評価時の意見具申・ 

府の対応方針の概要 

評

価 

⑤（街路） 

南花田鳳西町

線 

 

（堺市） 

・道路の整備により
旅行速度が向上
し、ＣＯ２の排出量
が削減される。 

・連続植樹帯の設置
により、緑の回復
に努める 

 

事業採択年度 

 計画時   Ｈ元 

 再評価時  Ｈ元 

 再々評価時 Ｈ元 

事業着手年度 

計画時    Ｈ元 

 再評価時 Ｈ元 

 再々評価時 Ｈ元 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ７ 

 再評価時 Ｈ13 

 再々評価時 Ｈ16 

 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ６３％ 

  工事  ５％ 

 

 再々評価時  

  用地 ９１％ 

  工事 ２０％ 

Ｂ／Ｃ 
 
・計画時点 ：算出なし 
 
・再評価時 ：２．１０ 

便益総額 
  Ｂ＝ 約８２億円 
総費用 

  Ｃ＝ 約３９億円 
 
・再々評価時：２．６５ 

便益総額 
  Ｂ＝ 約９６．７億円
総費用 

  Ｃ＝ 約３６．５億円

 

[目的] 

本事業は、府道我道

金岡線から市道５

２号線、向陵金岡線

を経て、主要幹線道

路である府道大阪

中央環状線に至る

自動車交通が、幅員

の狭小な現道や市

道の交通渋滞を発

生させ、交通安全上

も支障をきたして

いるため、府道我道

金岡線のバイパス

として整備するも

のである。 

 

[内容] 

延 長：０．４ｋｍ 

幅 員：22.0ｍ 

   （４車線） 

道路区分： 

 第４種第1級 

 

[事業費] 

･全体事業費 

   約３０億円 

(内訳) 

用地費約２５億円 

工事費約 ５億円 

 

･投資事業費 

 約２６億円 

(内訳) 

用地費約２４億円 

工事費約 ２億円 

 

※再評価時点にお

ける事業費 

 約４０億円 

現道と市道向陵
金岡線との取り
付け部が狭小で
あることから、暫
定的な拡幅を行
うことにより、交
通流の円滑化と
交通安全性の向
上が図られる。 

(現道の状況) 

･府道我道金岡線 

混雑度 

H6 : 1.00 
H9 : 0.73 
H11: 0.74 

 

(周辺道路の状況) 

･市道金岡５２号線 

幅員：６ｍ 

 

･市道向陵金岡線 

幅員：４～６ｍ 

 

 

[地元等の協力体制]

･地元市である堺市

に用地買収を委託

しており、府市連携

のもと事業推進を

行う。 

･交通量の増大に伴

う渋滞緩和並びに

交通安全の確保の

観点から早期整備

が望まれている。 

 

・現道拡幅による歩行者と自

動車交通を分離すること

による安全性の確保 

・災害発生時の緊急輸送路、

避難路の確保 

・道路空間確保によるライフ

ライン導入 

・周辺狭小道路への迂回交通

量減少による安心・安全性

の向上 

・地域間交流連携の強化 

・物流の効率化の支援 

・十分な幅員が確保された歩

道による快適性の向上 

・周辺狭小道路の迂回交通量

減少による快適性の向上 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

 
事

業

継

続 

 

上期分 
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再々評価審議対象事業一覧表（６事業） （別表３） 

                                     （６／６） 
事業名 

（所在地） 
進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 
事業効果の定性的分析 前回再評価時の意見具申・ 

府の対応方針の概要 

評

価 

⑥連続立体交

差） 

南海本線 

 

（泉佐野市） 

Ｂ／Ｃ 
 
・計画時点 ：算出なし 
 
・再評価時 ：算出なし 
 
・再々評価時：１．８２ 
便益総額 

  Ｂ＝ ６３６．７億円 
総費用 

  Ｃ＝ ３４９．２億円 

 

・既成市街地におけ

る既存の鉄道の立

体交差事業であ

り、新たに自然環

境に与える影響は

ほとんどない 

・渋滞緩和による大

気質への負荷物質

の排出量の抑制に

寄与 

 

事業採択年度 

 計画時    Ｓ62 

 再評価時   Ｓ62 

 再々評価時 Ｓ62 

事業着手年度 

計画時     Ｓ62 

 再評価時   Ｓ62 

 再々評価時 Ｓ62 

完成予定年度 

 計画時    Ｈ７ 

 再評価時   Ｈ18 

 再々評価時 Ｈ18 

 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 １００％ 

  工事  ４１％ 

 

 再々評価時  

  用地 １００％ 

  工事  ６３％ 

[目的] 
本路線は、大阪市
と和歌山市・関西
国際空港を結ぶ
幹線鉄道であり、
とりわけ、本事業
区間のラッシュ
時における踏切
遮断は長時間に
わたり、踏切部で
発生する交通渋
滞が著しい。そこ
で、踏切を除去
し、沿道の交通渋
滞を緩和すると
ともに、鉄道によ
る市街地分断を
解消するもので
ある。 
 
[内容] 
延長：２．８ｋｍ 
高架化される駅： 

泉佐野駅 
踏切除却数: 

９箇所 
 
[事業費] 
･全体事業費 
約５６２億円 

 
(内訳) 
用地費約137億円 
工事費約425億円 
 
(国30%･府24%･ 
市12%･鉄道34%) 
 
･投資事業費 
 約４０１億円 
 
(内訳) 
用地費約137億円 
工事費約264億円 
 
※再評価時点に
おける事業費 
約３７３億円 

・H7.3 にⅠ期区

間の高架完了

により、踏切２

箇所除去 

・H14.5に上り線

（なんば行き）

高架切替完了

により、踏切遮

断時間が減少 

全踏切における踏切

交通量及び踏切遮断

時間 

  

○踏切交通量 

（台／日）

△平均踏切遮断時間

 

H6 ○:12,632 

△:5.66 

H14 ○:40,951 

△:8.99 
 

 

[地元等の協力体制]

平成18年度の完成に

向けて、引き続き地

域住民の協力を得て

事業の進捗に務め

る。 

 

・踏切事故が解消される。 

・踏切除去及び渋滞緩和によ

り緊急車両の通行が容易と

なる。 

・駅及びその周辺の整備にあ

わせ、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化が促進 

・鉄道で分断されていた地域

が一体化することで、発

展・活性化が図られる。 

・渋滞緩和によりﾊﾞｽ等の定

時制が確保される。 

・高架化に伴い鉄道の騒音の

改善が図られる。 

・渋滞の解消に伴い、大気汚

染、騒音、地球温暖化等の

改善に寄与する。 

 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

 
事

業

継

続 

 

上期分 
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審 議 日 程 
 

年 月 日 審 議 経 過 

平成 15 年 4 月 25 日 第１回委員会 

委員長選出 
事業概要説明（事前評価・再評価・再々評価） 

平成 15 年 5 月 14 日 
       15 日 

現地視察 
  安威川ダム 

平成 15 年 6 月２日 第１回安威川ダム部会 
 事業審議 

平成 15 年６月 10 日 第２回委員会 

個別事業審議 

平成 15 年６月 18 日 第３回委員会 

個別事業審議 

平成 15 年６月 23 日 第２回安威川ダム部会 

府民による意見陳述、事業審議 

平成 15 年６月 30 日 第４回委員会 

個別事業審議 

平成 15 年７月 15 日 第１回専門部会 
  個別事業論点整理 

平成 15 年７月 29 日 第５回委員会 

個別事業審議 
平成 15 年９月８日 第６回委員会 

意見具申とりまとめ 

 
 

上 期 



 28

 
 

大阪府建設事業評価委員会 委員名簿 

 
 
 

岩
いわ

 井
い

 珠
たま

 惠
え

 (株)ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 代表取締役 

 
 

大
おお

 野
の

 隆
たか

 夫
お

 大阪商工会議所専務理事 

◎ 

 
岡
おか

 田
だ

 憲
のり

 夫
お

 京都大学防災研究所教授 

 
 

柏
かし

 原
はら

 士
し

 郎
ろう

 大阪大学大学院工学研究科教授 

 
 

川
かわ

 上
かみ

 博
ひろ

 子
こ

 弁護士 

 
 

佐
さ

 伯
えき

 順
じゅん

 子
こ

 同志社大学文学部社会学科教授 

 
 

新
にい

 川
かわ

 達
たつ

 郎
ろう

 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

 
 

増
ます

 田
だ

   昇
のぼる

 大阪府立大学大学院農学生命科学研究科教授 

○ 

 
三
みつ

 野
の

   徹
とおる

 京都大学大学院農学研究科教授 
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 京都大学防災研究所教授 
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